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国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険

料
控
除
と
し
て
申
告
す
る
と
き
に

必
要
な
『
社
会
保
険
料
（
国
民
年

金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
』
が
11

月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
送

付
さ
れ
ま
す
。

■
年
末
調
整
や

　
　
確
定
申
告
を
す
る
と
き
は

　
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険

料
）
控
除
証
明
書
、
ま
た
は
領
収

証
書
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

申
告
を
す
る
ま
で
大
切
に
保
管
し

て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
次
の
項
目
に
該
当
す
る

人
は
翌
年
２
月
上
旬
に
証
明
書
が

送
付
さ
れ
る
予
定
で
す
。

○
年
の
途
中
か
ら
国
民
年
金
に
加

　
入
し
た
人

○
10
月
１
日
以
降
に
今
年
初
め
て

　
保
険
料
を
納
付
し
た
人

■
家
族
の
保
険
料
も

　
　
　
　
納
付
し
て
い
る
人
は

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
被
保
険

者
本
人
だ
け
で
な
く
、
そ
の
世
帯

の
世
帯
主
や
配
偶
者
も
連
帯
し
て

納
付
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

　
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納

付
し
た
と
き
は
、
そ
の
納
付
額
の

全
額
が
納
付
し
た
人
の
所
得
税
な

ど
の
控
除
対
象
に
な
り
ま
す
。

　
年
末
調
整
な
ど
を
す
る
と
き
は
、

自
分
と
連
帯
し
て
納
付
し
た
人
の

社
会
保
険
料
額
の
合
計
納
付
額
と
、

双
方
の
証
明
書
を
添
付
し
て
申
告

を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
日
本
年
金
機
構
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル

　

０
５
７
０
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０
０
３
）
０
０
４

　
（
月
～
金
曜
日
の
午
前
９
時
～

　
午
後
７
時
）

　
※
第
２
土
曜
日
は
午
前
９
時
～

　
午
後
５
時
ま
で

　
所
得
税
や
住
民
税
の
申
告
が
必

要
な
い
人
で
も
、
国
民
健
康
保
険

税
の
納
税
義
務
者
は
、
世
帯
の
加

入
者
の
所
得
な
ど
の
申
告
を
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
市
で
は
課
税
の
公
平
性
の
確
保

と
平
等
な
保
険
給
付
を
図
る
た
め
、

申
告
が
済
ん
で
い
な
い
人
や
給
与

支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な

い
人
な
ど
に
「
国
民
健
康
保
険
税

申
告
書
」
を
発
送
し
て
い
ま
す
。

　
申
告
書
は
国
民
健
康
保
険
税
の

軽
減
措
置
や
、
高
額
療
養
費
の
支

給
な
ど
の
判
定
基
準
と
な
り
ま
す
。

申
告
が
な
い
と
軽
減
措
置
な
ど
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の

で
、
申
告
書
を
受
け
取
っ
た
ら
必

ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
国
保
年
金
課
国
保
税
班
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給
付
金
の
お
知
ら
せ

■
支
給
額

○
臨
時
福
祉
給
付
金

　
1
人
に
つ
き
３
千
円

○
障
害
基
礎
・
遺
族
基
礎
年
金
受

給
者
向
け
給
付
金

　
1
人
に
つ
き
３
万
円

■
申
請
期
間

　
12
月
８
日
（
木
）
ま
で

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

■
申
請
方
法

　
支
給
対
象
と
思
わ
れ
る
人
に
は

申
請
書
を
郵
送
し
ま
し
た
。
詳
し

く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
・
申
請
先　
社
会
福
祉
課

　
（
臨
時
福
祉
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
）

　

（
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）
１
１
８
８

■
市
に
届
け
出
を

　
国
保
年
金
課
窓
口
に
保
険
証
と

印
鑑
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
治

療
を
受
け
る
と
き
に
必
要
な
、『
国

保
診
療
許
可
書
』
を
発
行
し
ま
す
。

　
治
療
を
受
け
る
と
き
は
、
こ
の

許
可
書
と
保
険
証
を
医
療
機
関
に

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

■
そ
の
他

▼
国
保
診
療
許
可
書
を
発
行
す
る

と
き
に
、
市
が
立
て
替
え
て
い
る

治
療
費
を
、
加
害
者
（
加
害
者
加

入
の
保
険
会
社
な
ど
）
に
請
求
す

る
と
き
に
必
要
な
書
類
を
渡
し
ま

す
。
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
後

日
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入

し
て
い
る
人
も
、
交
通
事
故
・
傷

害
事
件
な
ど
に
遭
っ
た
と
き
は
市

へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

こ
ん
な
と
き
は
国
保
で

治
療
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

▼
勤
務
中
や
通
勤
途
中
で
の
事
故

　
労
災
保
険
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

▼
違
法
行
為
（
飲
酒
運
転
や
無
免 

　
許
運
転
）
に
よ
る
事
故

　
給
付
制
限
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

▼
示
談
を
済
ま
せ
て
し
ま
っ
た
と
き

　
国
民
健
康
保
険
が
使
え
な
く
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
示
談
を
す
る
と
き
は
、
必
ず
事

前
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

▼
国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て

●
国
保
年
金
課
国
保
班

　

（
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）
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０
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▼
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
つ
い
て

●
国
保
年
金
課
高
齢
者
医
療
年
金
班

　

（
93
）
４
０
８
５

　
交
通
事
故
や
傷
害
事
件
な
ど
で

負
傷
し
た
と
き
の
治
療
費
は
、
原

則
加
害
者
の
負
担
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
賠
償
が
遅
れ
る
と

き
な
ど
は
、
届
け
出
を
す
る
こ
と

で
一
時
的
に
国
民
健
康
保
険
で
治

療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
市
で
は
、
過
失
の
多
少
に
関
係

な
く
、
加
害
者
に
対
し
治
療
費
の

請
求
を
行
っ
て
い
ま
す
。
事
故
な

ど
で
け
が
を
し
た
ら
、
必
ず
市
へ

届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
届
け
出
を
し
な
い
で
国
民
健
康
保

険
証
な
ど
を
使
用
し
た
と
き
は
、
自

己
負
担
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
、
必
ず
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
医
療
機
関
か
ら
送
付
さ
れ

る
診
療
報
酬
明
細
書
を
確
認
後
、
事

故
原
因
が
第
三
者
行
為
で
あ
る
こ
と

が
判
明
し
た
と
き
は
、
後
日
、
被
保

険
者
に
連
絡
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

交
通
事
故
が
発
生
し
た
ら
…

■
ま
ず
は
落
ち
着
い
て

　
事
故
発
生
時
は
シ
ョ
ッ
ク
で
冷

静
な
判
断
を
失
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
深
呼
吸
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

■
相
手
の
身
元
を
確
認

　
相
手
の
氏
名
、
住
所
、
電
話
番

号
、
車
の
ナ
ン
バ
ー
、
免
許
証
、

車
検
証
な
ど
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

■
警
察
に
連
絡
を

　
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
た
め
に
、
些

細
な
事
故
で
も
必
ず
警
察
に
連
絡

を
し
ま
し
ょ
う
。

　
市
が
加
害
者
に
治
療
費
を
請
求

す
る
と
き
に
は
、『
人
身
事
故
証

明
書
』
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
け

が
を
し
た
と
き
は
、
警
察
に
人
身

事
故
と
し
て
処
理
を
し
て
も
ら
っ

て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん
へ

交
通
事
故
な
ど
で

け・
・が
を
し
た
ら
ご
連
絡
を
！

　
休
日
や
夜
間
に
、
軽
症
の
人
が

救
急
医
療
へ
受
診
す
る
こ
と
が
増

え
、
重
症
の
人
の
治
療
に
支
障
を

き
た
し
て
い
ま
す
。

　
必
要
な
人
が
安
心
し
て
医
療
が

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、医
療
機
関・

薬
局
で
は
、
次
の
こ
と
に
留
意
し

ま
し
ょ
う
。

○ 

休
日
や
夜
間
に
救
急
医
療
機
関

を
受
診
す
る
と
き
は
、
平
日

の
時
間
内
に
受
診
で
き
な
い
か
、

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

○ 

気
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら　

す
ぐ
に
相
談
で
き
る
か
か
り
つ

け
の
医
師
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。

○ 

同
じ
病
気
で
複
数
の
医
療
機
関 

へ
の
受
診
は
控
え
ま
し
ょ
う
。

重
複
す
る
検
査
や
投
薬
に
よ
り
、

か
え
っ
て
体
に
悪
影
響
を
与
え

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

○ 

薬
を
も
ら
い
過
ぎ
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。
薬
が
余
っ
て
い

る
と
き
は
、
医
師
や
薬
剤
師
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

○ 

後
発
医
薬
品
（
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
）
を
利
用
し
ま
し
ょ

う
。
先
発
医
薬
品
と
同
等
の
効

能
・
効
果
を
持
ち
、
費
用
も
安

く
済
み
ま
す
。
希
望
す
る
場
合

は
、
医
師
や
薬
剤
師
に
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

●
国
保
年
金
課
国
保
班

　

（
93
）
４
０
８
３

●
国
保
年
金
課
高
齢
者
医
療
年
金
班

　

（
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）
４
０
８
５

　
農
業
者
年
金
は
、
農
業
者
が
よ

り
豊
か
な
老
後
生
活
を
過
ご
す

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
国
民
年
金

に
上
乗
せ
し
て
、
自
分
で
積
み
立

て
た
保
険
料
と
運
用
益
を
含
め
て
、

将
来
年
金
と
し
て
受
給
す
る
制
度

で
す
。

　
い
つ
で
も
加
入
で
き
、
脱
退
や

再
加
入
も
で
き
ま
す
。

■
農
業
者
年
金
の
特
徴

○ 

積
立
方
式
・
確
定
拠
出
型
の
た

め
、
加
入
者
・
受
給
者
数
に
左

右
さ
れ
な
い
、
少
子
高
齢
時
代

に
強
い
制
度
で
す
。

○ 

認
定
農
業
者
で
青
色
申
告
を
し

て
い
る
な
ど
、
40
歳
未
満
で

一
定
の
要
件
を
満
た
す
と
き
は
、

国
か
ら
月
額
最
高
１
万
円
の
保

険
料
補
助
が
あ
り
ま
す
。

○ 

保
険
料
全
額
が
所
得
税
の
社
会

保
険
料
控
除
の
対
象
に
な
り
ま

す
。

■
対
象

　
年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事
す

る
20
～
59
歳
の
国
民
年
金
第
１
号

被
保
険
者

※
保
険
料
納
付
免
除
者
を
除
く

■
保
険
料

　
月
額　
２
０
、０
０
０
円
～

　
　
　
　
６
７
、０
０
０
円

※
１
、０
０
０
円
単
位
で
選
択
で

き
、
途
中
増
減
も
可
能
で
す
。

■
受
給

　
65
歳
か
ら
生
涯
受
給
で
き
ま
す
。

※
加
入
者
や
受
給
者
が
、
80
歳
に

な
る
前
に
亡
く
な
っ
た
と
き
は
、

80
歳
ま
で
に
受
け
取
る
と
仮
定
し

た
現
在
価
値
相
当
額
を
死
亡
一
時

金
と
し
て
遺
族
が
受
け
取
れ
ま
す
。

問
農
業
委
員
会
事
務
局
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）
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国
民
年
金
保
険
料
は
全
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す

適
正
な
医
療
の
受
診
を

心
掛
け
ま
し
ょ
う

国
保
の
所
得
申
告
を

　
　
提
出
し
て
く
だ
さ
い

農
業
者
年
金
に

　
　
加
入
し
ま
せ
ん
か
？

　
市
で
は
次
の
と
お
り
都
市
計
画

の
変
更
案
を
作
成
し
た
の
で
、
関

係
図
書
を
縦
覧
し
ま
す
。

　
変
更
案
に
意
見
の
あ
る
人
は
、

縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
市
に

対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

■
変
更
案
の
種
類
（
市
決
定
）

▼
用
途
地
域

○
七
栄
東
二
本
榎
地
先
、
東
内
野

　
地
先
と
獅
子
穴
地
先
の
各
一
部

　
（
２
地
区
）

○
七
栄
古
込
地
先
の
一
部

　
（
１
地
区
）

○
日
吉
台
沿
道
地
先

　
（
２
地
区
）

▼
地
区
計
画

○
七
栄
北
新
木
戸
地
区

■
縦
覧
期
間
・
時
間

　
11
月
１
日
（
火
）
～
15
日
（
火
）

　
午
前
８
時
30
分
～

　
午
後
５
時
15
分

　
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

■
縦
覧
場
所

　
都
市
計
画
課
窓
口

■
意
見
書
の
提
出

　
意
見
書
（
※
）
を
提
出
で
き
る

人
は
、
市
内
に
住
所
の
あ
る
人
ま

た
は
利
害
関
係
者（
法
人
を
含
む
）

に
限
ら
れ
ま
す
。
な
お
、
提
出
さ

れ
た
意
見
書
に
つ
い
て
、
個
別
に

回
答
は
行
い
ま
せ
ん
。

※
様
式
は
都
市
計
画
課
窓
口
で
配

布
の
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▼
提
出
方
法

　
都
市
計
画
課
窓
口
に
直
接
提
出

ま
た
は
郵
送
（
15
日
消
印
有
効
）

問
・
提
出
先　

　
都
市
計
画
課
計
画
班

　

（
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）
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都
市
計
画
（
用
途
地
域
・

地
区
計
画
）
変
更
案
の
縦
覧


